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｢安心して子育てできる環境づくり｣ 

 

用 語 の 説 明 

 

 

● 幸区こども総合支援ネットワーク会議 

区内におけるこども支援策の検討・推進を図るために、区内のこども関係機関と

こども支援団体で構成され、３２団体の代表が会議のメンバーです。主な構成団体

は、公立・民間保育所、幼稚園、小・中学校、主任児童委員、行政機関では南部児

童相談所や区役所保健福祉サービス課などとなっています。組織としては本会議

と４つの部会があります。 

4 つの部会 

・部会１ こども支援推進会議  

虐待の予防や要保護児童の早期発見のための事例研究 

・部会 2 みんなで子育てフェア 

子育て支援関係機関同士が連携して地域全体の交流を深める「みん

なで子育てフェアさいわい」を開催 

・部会 3 こどもの安全安心 

地域での安全安心の連絡網、見守り、安全対策等 

・部会４ こども情報ネット 

相談・情報提供の充実とネットワークづくり 

 

● 母親クラブ 

   地域での子育てを通じて、 乳幼児を中心とした子どもたちの健全育成と母親同

士の親睦を図る活動を行っています。現在、区内には１２クラブがあります。 

 

● 地域子育て支援センター 

地域子育て支援センターは子育てを応援する施設です。0 歳から就学前までの子

どもと保護者が自由に遊ぶことができます。 育児相談や子育て講座、仲間づくりの

お手伝いや子育てサークルの支援 子育て情報の提供なども行っています。現在区

内には２つのセンターがあります。開所時間は、おおむね月曜～金曜 午前 9 時～

午後 4 時 30 分となっていますが施設によって異なります。 

・地域子育て支援センターふるいちば 

・地域子育て支援センターかんがるー 
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● 子育て広場(子育てフリースペース) 

集会所や市民館など、地域の施設で実施されている、地域の親子を対象とした

広場(フリースペース)です。現在、区内には５つあります。内容はいろいろな遊びや

プログラムがあるものから、「こどもを遊ばせながら、ゆっくりおしゃべりできる」こと

が中心というものまで、それぞれに特徴がある。運営は、地域ボランティアや、民生

児童委員協議会など様々です。 

・幸市民館子育て広場        (毎月第 2・第 3 火曜日 幸市民館) 

・南加瀬子育て広場          (毎月第 3 木曜日 南加瀬こども文化センター) 

・子育てフリースペース たんぽぽ （毎月第 4 金曜日 河原町団地県営集会場） 

・南河原子育てフリースペース    (毎月第 3 金曜日 河原町保育園) 

・ひらまたけのこ広場         (毎月第 1 火曜日 平間小学校附属幼稚園跡) 

 

● こども文化センター 

乳幼児から小・中・高校生が自由に利用できる、こども達の遊びを中心とした活

動の場所です。遊戯室や図書室においては、ブロックやおもちゃで遊んだり、本を

読んだりすることもできます。現在、区内には６つあります。また、子育てサークル

の活動の場としての利用もできます。 

・南河原こども文化センター       ・小倉こども文化センター 

・幸こども文化センター          ・南加瀬こども文化センター 

・下平間こども文化センター       ・北加瀬こども文化センター 

 

● 地域子育て自主グループ 

   地域の中で、親自身がお互いに協力しあいながら、子育て活動を行っています。

活動は週 1 回から 3 回、隔週など、グループによって様々ですが、こども文化センタ

ーや公園などで午前中に活動していることが多いようです。 

 ※ 毎年、区役所・市民館・区社会福祉協議会の共催で、子育てグループ交流会を

実施しています。 
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● ふれあい子育てサポートセンター事業 

育児の援助を行いたい人（子育てヘルパー会員）」と「育児の援助を受けたい人

（利用会員）」がそれぞれに「ふれあい子育てサポートセンター」に登録し、アドバイ

ザーのコーディネートにより、会員相互による育児援助活動を行います｡幸区では

「ふれあい子育てサポートセンターあいいく」が実施機関です。 

１ 援助活動の内容  

(1) 子育てヘルパー会員の自宅で、一時的に子どもを預かります｡ 

(2) 保育園、幼稚園などへの送迎を行います。 

２ 会員 

(1) 子育てヘルパー会員 

心身ともに健康で、援助活動に熱意と理解を有する 20 歳以上の人（ふ

れあい子育てサポートセンター実施の研修を受ける必要があります）。 

(2) 利用会員 

生後 4 か月以上小学校 6 年生以下の同居する児童がいる人 

３ 報酬等の支払い 
(1) 報酬 

 

 
 
 

※ 報酬は、利用会員が子育てヘルパー会員に直接支払います｡ 

(2) 会費 

利用会員は、年額 1,200 円の会費が別途必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月曜日～金曜日の午前７時から午後９時 １時間あたり ７００円 

土曜、日曜、祝日、年末年始、上記の時間

帯以外の時間 
１時間あたり ９００円 
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● 保育園の園庭開放 
区内の 12 の公立保育園では、地域の乳幼児を持つご家庭に園庭を開放し

ています。ミニ劇場や人形劇、エプロンシアター、移動動物園等、園のイベ

ントに参加できたり、体験保育ができる保育園もあります。 

  保育園により日時や内容はさまざまですが、各保育園では工夫をこらし楽

しく遊べるよう準備しています。 

 

 

保 育 所 名 

 

 

曜 日 

 

時  間 

河原町保育園 
 

月～金曜日 9:00～16:00 

南河原保育園 
 

月～土曜日 
 

9:30～15:00 
 

小向保育園 
 

月～金曜日 9:30～12:00 

東小倉保育園 
 

月～金曜日 9:30～12:00 

戸手保育園 
 

月～土曜日 9:00～12:30 
14:00～16:00 

古川保育園 
 

月～土曜日 10:00～12:00 

古市場保育園 
 

月～土曜日 9:00～12:00 

南加瀬保育園 
 

火・土曜日 9:00～12:00 

北加瀬保育園 
 

月～金曜日 9:00～16:00 

日吉保育園 
 

水・金曜日 9:30～12:00 

小倉保育園 
 

金曜日 10:00～11:30 

夢見ヶ崎保育園 
 

水・金・土 9:30～11:30 


